
令和 2年度 6月教育委員会議定例会議事日程 

 

日 時 令和 2年 6月 19日（金） 

 午前 9時 30分より 

場 所 町民センター2Aクラブ室 

 

１ 開会宣言 

 

２ 署名委員の指名 

 

３ 教育長事務報告 

 

４ 付議事項 

 

 

５ 報告・協議事項 

（１）『二宮町新型コロナウイルス感染症に対応した学校再開ガイドライン』及び『学校に

おける新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル～「学校の新しい生

活様式」～』について･･･資料 No.1 

（２）二宮町社会教育施設の利用再開における新型コロナウイルス感染症拡大予防対策に

ついて･･･資料 No.2 

（３）二宮町図書館再開後の新型コロナウイルス感染症拡大予防対策について 

･･･資料 No.3 

（４）ＧＩＧＡスクールについて･･･資料 No.4 

（５）その他 

 

 ＊ 次回教育委員会議予定 

 

６ 閉会宣言 

 

 

 

 



 



















事業報告 （令和2年5月22日～6月18日）

月日 曜日 主な会議・行事等 開催場所 人数

5月22日 金 総合教育会議 役場 11

5月26日 火 人権教育担当者会 （書面会議） －

5月27日 水 学校図書館連絡協議会 （書面会議） －

5月28日 木 幼・保・小連携推進委員会 （書面会議） －

5月28日 木 幼・保・小交流会 （書面会議） －

6月1日 月 学校再開 小中学校 －

6月8日～ ― 二宮育英会理事会 （書面開催） －

6月16日 火 学校事務連携会議 町民センター 8

6月17日 水 小・中学校校長会 役場 11

事業予定 （令和2年6月19日～７月29日）

月日 曜日 主な会議・行事等 開催場所 予定人数

7月2日 木 校長会 役場 9

7月8日 水 教頭会 役場 9

7月9日 木 二宮町いじめ問題対策連絡協議会 役場 14

7月16日 木 学校事務連携会議 町民センター 8

教育総務課事業報告



事業報告 （令和2年5月22日～6月18日）

月日 曜日 主な会議・行事等 開催場所 人数

6月15日 月 学校給食再開 小中学校 －

事業予定 （令和2年6月19日～７月29日）

月日 曜日 主な会議・行事等 開催場所 予定人数

6月24日 水 納入物資業務監査 給食センター 5

6月30日 火 給食費会計監査 給食センター 6

7月6日 月 献立会議（ＰＴＡ役員） 給食センター 8

学校給食センター



月日 曜日 主な会議・行事等 開催場所等 参加者数等

5/23 土 大人がたのしむおはなし会 ラディアン和室

5/24 日 雑誌リサイクルコーナー 図書館

5/27 水 二宮町図書館・学校図書館連絡会議①

6/3 水 ブックスタート（子育て・健康課と共催）2日間 保健センター 33人

6/3 水 修理ボランティア ボランティアルーム

6/10 水 ちいちゃいおはなし会 図書館おはなしのへや

6/14 日 図書リサイクルコーナー 図書館

6/16 火 図書館　一部再開 図書館 9:30～

6/17 水 修理ボランティア ボランティアルーム 中止

6/18 木 図書館協議会（第1回） ミーティングルーム２ 13:30～

6/18 木 修理ボランティア ボランティアルーム 中止

月日 曜日 主な会議・行事等 開催場所等 開始時間

6/19 金 わらべうたであそぼう（未就園児とその親） ラディアン和室

6/20 土 おはなし会とおりがみあそび 図書館おはなしのへや

6/24 水 録音図書ボランティア ボランティアルーム

6/26 金 わらべうたであそぼう（0歳児とその親）① ラディアン和室

6/28 日 わらべうたであそぼう（0歳児とその親）② ラディアン保育室

7/12 日 図書リサイクルコーナー 図書館入口

7/18 土 おはなし会とおりがみあそび 図書館おはなしのへや

7/8 水 ちいちゃいおはなし会 図書館おはなしのへや

図書館

・図書館特設カウンター　6月2日（火）～14日（日）各13：00～17:00

　資料貸出:1,350冊　予約受付:1,551冊

生涯学習課事業予定（令和2年6月19日～令和2年7月29日）
図書館班

中止

書架整理ボランティア、修理ボランティア

生涯学習課事業報告（令和２年5月２２日～令和２年6月１８日）

図書館班

中止

書面開催

中止

※書架整理ボランティアの活動日：原則　毎週火曜日・土曜日　　９：３０～１７：００



生涯学習・スポーツ班

月／日 曜日 会 議 ・ 行 事 等 開 催 場 所 定員 参加人数

5/22 金 青少年指導員連絡協議会【書面会議】
ラディアン
ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ1

19:30 中止

生涯学習・スポーツ班

月/日 曜日 主な会議・行事等 開催場所 開始時間

山西プール開設 山西プール 9:00

7/3 金 青少年健全育成街頭キャンペーン【中止】 二宮駅周辺 16:00

7/6 月 青少年問題協議会
町民センター
３Aクラブ室

14:00

7/8 水 文化財保護委員会議 ラディアン 13:30

7/9 木 社会教育委員会議
ラディアン
ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ1

13:30

7/10 金 青少年指導員連絡協議会
ラディアン
ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ1

19:30

7/21 火 夏季愛のパトロール 町内 17:00

生涯学習課事業予定（令和2年6月19日～令和2年7月29日）

生涯学習課事業報告（令和2年5月22日～令和2年6月18日）

【新型コロナウイルス感染症対応について】
①所管施設再開（利用制限あり）
　・6月16日（火）から　町民運動場、テニスコート
　・6月17日（水）から　ふたみ記念館
　・7月1日（水）から　ラディアン、武道館、町立体育館
　・学校開放事業は8月1日からを目途に調整中
②休館延長
　・8月31日まで　温水プール
③事業等中止
　・10月～12月　ラディアン20周年記念事業（次年度に延期）
　・にのみや町民大学講座（9月末まで）
　・10月　体育祭
　・10月～11月　文化祭芸能大会・合唱祭
　・10月　民俗芸能のつどい（民俗芸能保存会連絡協議会との共催）
　・12月　継走大会
　・子ども会育成会連絡協議会主催　子ども野外研修（7月）　・ミニニノミヤ（11月）
　・2月　市町村対抗かながわ駅伝（神奈川県主催）

7/1～8/31
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二宮町二宮町二宮町二宮町新型コロナウイルス感染症に対応した学校再開ガイドライン新型コロナウイルス感染症に対応した学校再開ガイドライン新型コロナウイルス感染症に対応した学校再開ガイドライン新型コロナウイルス感染症に対応した学校再開ガイドライン    

令和２年令和２年令和２年令和２年６６６６月月月月 10101010 日日日日現在現在現在現在    

１．教育活動の再開に関すること１．教育活動の再開に関すること１．教育活動の再開に関すること１．教育活動の再開に関すること    

 ・学校の教育活動再開に当たっては、在籍する全児童生徒が一斉に登校し、学級等の集

団で通常の教育活動を実施する前に、まずは、学校における感染及びその拡大のリス

クを可能な限り低減するため、分散登校や短縮授業を組み合わせながら段階的に教育

活動を拡大し、通常登校へと移行していくこと。 

・教育活動の段階的な再開については、６月１日（月）から６月２６日（金）までは、

原則分散登校とする。分散登校方法の詳細は、別紙①「学校再開後の分散登校等の予

定について」を参照すること。 

 ・段階的な再開については、地域の感染状況や社会情勢を鑑み、実施期間を変更する場

合もあることに留意すること。 

 

２２２２．保健管理等に関すること．保健管理等に関すること．保健管理等に関すること．保健管理等に関すること    

（１）感染症対策について 

 ①感染源を絶つこと 

  ・児童生徒及び同居の家族（以下、児童生徒等）の健康状態を把握し、発熱等の風邪

症状が見られる場合は、自宅で休養させることを徹底する。なお、教職員について

も同様の対応とする。 

 ・家庭と連携した毎朝の検温及び風邪症状の確認について、「健康観察票」を用いて

行う。登校前に確認できなかった児童生徒等については、保健室等での検温及び風

邪症状の確認を行う。 

 ②感染経路を絶つこと 

  ・児童生徒及び教職員がマスクを着用し、咳エチケットを徹底する。 

  ・登校時や給食の前後、外から教室に入る時、トイレの後等にこまめな手洗いを徹底

する。 

  ・「換気の悪い密閉空間にしないための換気の徹底」「多くの人の手の届く距離に集ま

らないための配慮」「近距離での会話や大声での発声を可能な限り控える」とい

う、いわゆる３密を避けるための保健管理や環境衛生を良好に保つよう徹底する。 

 ・教室やトイレ等児童生徒等が利用する場所のうち、特に多くの児童生徒が触れる箇

所は、１日１回以上消毒液（次亜塩素酸ナトリウム液）を使用して清掃を行う。ま

た、消毒液を使用する際は、下記事項について配慮する。 

 

 

 

 

 

＜次亜塩素酸ナトリウム液使用時の留意事項＞ 

○ゴム手袋を着用のうえ、換気をしながら使用する 

○家庭用塩素系漂白剤約 10ｍℓ に対して水１ℓ の割合で希釈し、時間が経過する

と効果が弱まることから、早めに使い切るようにする。 

○消毒対象に直接噴霧せず、綺麗な雑巾等に噴霧して使用する 

○木製には効果が薄いため、アルコールや台所用洗剤の水溶液で消毒する 
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 ③免疫力を高めること 

  ・免疫力を高めるため、十分な睡眠、適度な運動やバランスの取れた食事を心がける

よう指導する。 

 

④新型コロナウイルス感染症に関する正しい知識の指導 

  ・児童生徒に対して、新型コロナウイルス感染症に関する正しい知識を身に付けると

ともに、児童生徒が感染のリスクを自ら判断し、これを避ける行動をとることがで

きるよう、資料など※を活用し、発達段階に応じた指導をする。 

 ※https://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/hoken/08060506_00001.htm（文部科学省） 

 ※http://www.jrc.or.jp/activity/saigai/news/200330_006139.html（日本赤十字社） 

 

⑤学校における生活場面ごとの感染防止対策について 

・上記①～④及び、別紙②「生活場面ごとの感染防止策例」を参考に、感染症対策を

講じる。 

 

（２）出席停止等の扱いについて 

 ・児童生徒等の感染が判明した場合または児童生徒等が感染者の濃厚接触者に特定され

た場合には、学校保健安全法第 19条に基づく出席停止の措置をとる。後者の場合に

おける出席停止期間の基準は、感染者と最後に濃厚接触をした日から起算して２週間

とする。 

 ・児童生徒等に発熱等の風邪の症状が見られるときは、自宅で休養するよう指導する。

この場合出席停止とする。一時的な発熱の後、他に症状がなく、体調が完全に回復し

た時点で登校させても良い。 

 ・保護者が感染を危惧して児童生徒を欠席させる場合は、学校の感染症対策について説

明し、それでも保護者が欠席させる場合も、学校長の判断で出席停止とすることがで

きる。 

 ・保護者の考えで欠席させる場合でも、保護者と十分な連携、協力関係を保ち、教育課

程に則った学習課題を与えることが必要であり、また、その学習状況が十分に把握で

きる場合には、学校長の判断において出席扱いとすることもできる。 

・医療的ケアが日常的に必要な児童生徒や基礎疾患等のある児童生徒については、主治

医や学校医、医療的ケア指導医に相談の上個別に登校の判断をする。その結果、登校

すべきでないと判断された場合は出席停止とする。 

 ・海外から帰国した児童生徒については、政府の要請に基づく２週間の自宅等での待機

を経ていることを確認した上で、健康状態に問題がなければ登校させて構わない。 
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３３３３．学習指導に関すること．学習指導に関すること．学習指導に関すること．学習指導に関すること    

（１）一斉臨時休業に伴う学習の遅れについて 

 ・可能な限り、令和２年度の教育課程内での補充のための授業や教育課程に位置づけな

い補習や家庭学習を課す等の必要な措置を講じる。例えば、時間割編成の工夫、学校

行事の精選、長期休業期間の短縮、土曜日に授業を行う等が考えられる。なお、児童

生徒の学習状況や教職員の勤務状況を十分に考慮し、負担が過重にならないよう配慮

する。 

 ・授業や家庭学習において、ＩＣＴを積極的に活用し、効果的・効率的に学ぶことがで

きるように工夫する。 

 ・家庭学習が次の用件を満たしており、児童生徒の学習状況及び成果を確認した結果、

十分な学習内容の定着が見られ、再度指導する必要がないものと学校長が判断した時

には、当該内容を再度学校における対面指導で取扱わないこととすることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

（２）各教科等の指導における感染症対策等に関すること 

・本ガイドライン「２．保健管理等に関すること（１）感染症対策について」及び、別

紙③「学習場面ごとの感染防止策例」を参考に、感染症対策を講じるとともに、それ

でもなお感染の可能性が高い一部の実技指導等においては、指導の順序の変更等、指

導の工夫を図る。 

 

 

４４４４．．．．学校行事の実施に関すること学校行事の実施に関すること学校行事の実施に関すること学校行事の実施に関すること    

 ・各学校では、各教科等の授業時数の確保に努めつつ、児童生徒にとっての学校行事や

児童・生徒会活動、クラブ活動、部活動等がもつ教育的な意義を踏まえ、予め、その

活動時間の確保にも留意しておくこと。 

 ・その際には、感染防止の観点から、児童生徒の安全･安心を第一とし、次のような観

点から実施計画を抜本的に見直し、実施の有無を検討すること。 

 

① 各活動のねらいを改めて確認し、関連するものは統合する 

② ３密防止などの感染症対策を講じてもなお感染リスクの高い活動は行わない 

③ 準備や練習の時間を最小限とする 

 

＜要件＞ ①教科等の指導計画に照らして適切に位置づくものであること。 

②教師が当該家庭学習における児童生徒の学習状況及び成果を適切に

把握することが可能であること。但し、一部の児童生徒への学習の

定着が不十分である場合には、別途、個別に補習を実施する、追加

の家庭学習を適切に課す等の必要な措置を講ずること。 
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【参考】検討・判断基準等の例 

・感染防止に加え、次のことを考慮し総合的に判断 

  ①学校経営方針や今年度の重点目標の実現に向けて優先性があるか。 

  ②ねらいの達成に向けて、他の行事や取組で代替不可能か。 

  ③児童生徒や教職員へ過重な負担がかからないか。 

  ④慣習や前例踏襲ではなく、児童生徒の学びにとって不可欠か。 

・中止等を判断する際の考慮事項 

  ①児童生徒や家庭・地域の目線から、この状況での実施に納得が得られるか。 

  ②中止する学校行事のねらいを、他の取組でどのように代替できるか。 

  ③中止によって、実行委員等に選出されていた児童生徒のケアは可能か。 

  ④中止等の変更によって生じた時間数の活用方法は明確であるか。 

・児童生徒や家庭・地域等との共有事項 

①学校全体に関わる行事や関係団体と協働する行事については、学校運営協議会、

PTA 本部役員や関係団体等の理解を得るようにする。 

②決定した変更内容については、判断の経過や決定理由を含め、児童生徒に分かりや

すく説明するほか、学校便りやホームページ等で家庭・地域への情報提供を行う。 

③児童会・生徒会に関わる行事については、実施の判断やその在り方も含めて、児童

生徒の意見をもとに、可能な限り主体的に決定、実践させることが望ましい。 

④学年や学級単位の行事については、教職員と児童生徒が話し合いを重ねながら、限

られた授業時間数の中で、学年づくり、学級づくりのために必要な取組を絞り込

み、主体的・協働的な実践となるよう指導・支援する。 

    

    

５５５５．教育相談及び、．教育相談及び、．教育相談及び、．教育相談及び、配慮が必要な配慮が必要な配慮が必要な配慮が必要な児童生徒児童生徒児童生徒児童生徒に対する支援にに対する支援にに対する支援にに対する支援に関すること関すること関すること関すること    

（１）心のケアについて 

 ・学級担任や教育相談コーディネーター、養護教諭等を中心としたきめ細やかな健康観

察等から、児童生徒等の状況を的確に把握・共有した上で、健康相談等の実施や心理

教育相談員やスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーにつなぐなど、必

要な支援を行うようにする。 

・自宅で過ごす児童生徒については、本人及び保護者との連絡を密にし、ストレス等の課

題に関して相談窓口（24 時間子ども SOS ダイヤル）を適宜周知するとともに、必要に

応じて養護教諭や教育相談コーディネーター、心理教育相談員及びスクールカウンセ

ラー、スクールソーシャルワーカーによる支援を行うようにする。 

  

 

 

「24時間子ども SOS ダイヤル」0120-0-78310（フリーダイヤル） 
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（２）いじめ、偏見、差別の防止について 

・感染症や疾患、海外からの帰国等をきっかけとしたいじめ、偏見、差別等が生じないよ

う児童生徒の発達段階に応じた指導や、より一層の注意喚起を行い、人権に十分配慮し

た対応をする。 

 ・児童生徒のサインや悩みを受け止めた教職員は、一人でその問題を抱え込まず、組織

的な対応を行うようにする。 

 

（３）児童生徒を取り巻く環境の変化に起因する問題行動等への対応について 

 ・臨時休業や外出自粛等の状況下において、家庭内の心理的なストレス要因が高まるこ

とによる虐待のリスクが高まることや、保護者の就業状況の変化により生活環境が悪

化する児童生徒がいるという認識のもと、児童生徒に対応する。 

 ・児童生徒の異変や違和感を見逃さないようにするとともに、教育相談コーディネータ

ーや児童生徒指導担当を中心に校内で情報共有し、必要に応じてスクールソーシャル

ワーカーによる支援を行うようにする。また、虐待の可能性がある場合には、二宮町

子育て・健康課や平塚児童相談所等への通告や情報提供を速やかに行うようにする。 

 

（４）配慮が必要な児童生徒への対応について 

 ・児童生徒の障がいの状態や特性及び心身の発達段階を十分に踏まえ、保護者とも情報

共有をしっかり行ったうえで、無理のないように個別の指導計画を策定する。特に再

開当初、児童生徒の学校における生活習慣が定着し安定するまでは、可能な限り学校

全体で指導体制を整え、チームで指導・支援にあたるようにする。 

 ・日本語指導が必要な児童生徒及びその保護者に対しては、日本語指導員の積極的な活

用をはじめ、きめ細やかな対応をする。 

 ・通級指導教室については、基本的な感染症対策を行い、別紙③「学習場面ごとの感染

防止策例」を参考に、原則として、給食再開後から指導を開始する。 

    

６６６６．学校給食に関すること．学校給食に関すること．学校給食に関すること．学校給食に関すること    

・学校給食は、６月 15日（月）以降、別途提示する実施計画に基づき実施する。 

・給食中の環境については、児童生徒全員の食事前の手洗いを徹底する、会食時の会話

を控える、対面での着席を回避する等の工夫をする。 

・別紙②「生活場面ごとの感染防止策例」も参考にして、感染リスクを可能な限り低く

する。 

 

７７７７．部活動に関すること．部活動に関すること．部活動に関すること．部活動に関すること    

 ・通常の登校が再開された日から活動を再開することができるが、睡眠時間確保、体力温

存、朝の健康観察に余裕を持たせる等の理由で、次に示すような例を参考に無理のない

活動計画を立てるようにする。 
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・部活動の実施にあたっては、「二宮町立学校に係る部活動の方針」に基づいて実施する

とともに、３密の条件が重ならないよう、別紙③「学習場面ごとの感染防止策例」を参

考に実施内容や方法について工夫する。 

・生徒に手洗いや咳エチケット等の基本的な感染症対策を徹底する。 

・部活動の実施状況について、教職員が把握する。 

・部活動で教室等を利用する際は、短時間の利用や一斉の利用を控える等留意する。 

・活動前後に必ず健康観察を行い、発熱等の風邪の症状が見られる時は、部活動への参加

を見合わせ、自宅で休養するよう指導する。 

・各学校の状況に応じて活動時間短縮や活動日を減ずる等、生徒や教職員等の健康に留意

した形で実施する。 

・外部指導者が指導する際も、外部指導者にも基本的な感染症対策の実施及び、上記の留

意事項を踏まえた上で指導にあたるように依頼する。 

・各種大会の中止に伴う、生徒の心のケアに留意し、指導・支援を行うようにする。 

 

８８８８．．．．教職員の出勤等の服務に関すること教職員の出勤等の服務に関すること教職員の出勤等の服務に関すること教職員の出勤等の服務に関すること    

・教職員本人が罹患した場合や、発熱等の風邪症状により勤務しないことがやむを得ない

と認められる場合には特別休暇を取得させる。 

・教職員が、濃厚接触者等の理由により、出勤することで感染症が蔓延する恐れがある場

合には、病気休暇の取得、在宅勤務や職務専念義務の免除により学校へ出勤させないよ

うにする。 

 

９９９９．．．．その他その他その他その他    

（１）児童生徒等や、教職員等が新型コロナウイルス感染症と診断された場合について 

・学校にて把握した状況等について、速やかに二宮町教育委員会に報告する。 

・二宮町教育委員会では、「学校内における活動の様態」「接触者の多寡」「地域における

感染拡大の状況」等を考慮し、保健所と十分に相談した上で、当該校の全部又は一部の

臨時休業の実施について判断する。 

 

（２）校庭開放について 

 ・授業に支障がない範囲で、各校の実情に応じて開放してもよい。 

 ・校庭開放を実施する際には、大人数での利用や、運動用具の共有を控えるよう、保護者

の理解を得ながら実施する。 

＜再開した場合の活動計画例＞ 

・朝練習は行わない。 

・１週間のうち、平日は３日まで、土日は１日までの活動とする。 

・対外的な活動は行わず、校内での活動のみ。合同練習も不可とする等 



学校再開後の分散登校等の予定について 

 

学校種 日程 登校方法 給食 

 

 

 

 

 

小学校 

【6月１～２週目】 

6/1(月)～6/12(金) 

○分散登校 

地区ごとにクラスを A・B、2 つのグループに分

け、午前日課で登校。 

＊第１週  月：A 火：B 水：A 木：B 金：A 

＊第２週  月：B 火：A 水：B 木：A 金：B 

給食なし 

【6月３～４週目】 

6/15(月)～6/26(金) 

○分散登校 

地区ごとにクラスを A・B、2つのグループに分け

て登校。 

＊第３週  月：A 火：B 水：A 木：B 金：A 

＊第４週  月：B 火：A 水：B 木：A 金：B 

・～6/24(水)4時間授業、給食後下校 

・6/25・26給食後 5時間目まで授業を行い下校 

給食あり 

【6月５週目～】 

6/29(月)～ 

○通常登校 給食あり 

 

 

 

 

 

 

中学校 

【6月１～２週目】 

6/1(月)～6/12(金) 

○分散登校 

クラスを A・B、2つのグループに分け、午前 Aグ

ループ、午後 Bグループで登校。日によって A・

Bを入れ替える。 

給食なし 

【6月３～４週目】 

6/15(月)～6/26(金)  

給食ありの分散登校

例① 

 

○分散登校 

＊第３週 Aグループ：午前中授業を実施、給食

を食べて下校 

Bグループ：自宅で昼食をとってから

登校後、午後から授業 

＊第４週  A・Bを入れ替えて実施 

給食あり 

【6月３～４週目】 

6/15(月)～6/26(金) 

給食ありの分散登校

例② 

○分散登校 

クラスを A・B、2つのグループに分け、登校。 

＊第３週  月：A 火：B 水：A 木：B 金：A 

＊第４週  月：B 火：A 水：B 木：A 金：B 

給食あり 

【6月５週目～】 

6/29(月)～ 

○通常登校 給食あり 

 

別紙① 



生活場面ごとの感染防止対策生活場面ごとの感染防止対策生活場面ごとの感染防止対策生活場面ごとの感染防止対策例例例例    

※考えられる一例です。児童生徒の実態等に応じて工夫してください。 

活動場面活動場面活動場面活動場面    主な対応・指導例主な対応・指導例主な対応・指導例主な対応・指導例    

登校前・登校時登校前・登校時登校前・登校時登校前・登校時    ＜登校前＞＜登校前＞＜登校前＞＜登校前＞    

児童・生徒（保護者による指導） 

・毎朝、検温及び健康観察を行い、学校等が作成した健康観察票に

記録したうえで学校に持参する。（健康観察票は 16 日間以上保

存） 

・発熱等の風邪症状、息苦しさ、強いだるさ等の症状がある場合

は、学校に連絡したうえで、症状がなくなるまで自宅で休養す

る。 

・同居する家族等が感染又は感染の疑いがある場合は、学校に連絡

したうえで自宅に滞在する。 

・マスク、ハンカチ・タオルを持参する。共用しないよう指導す

る。 

・こまめな水分補給のために、飲み物を持参する。等 

＜登校時＞＜登校時＞＜登校時＞＜登校時＞    

・ＰＴＡや地域ボランティア等と連携し、登下校の安全指導と、密

集回避などの感染防止指導を行う。 

・学年、クラス、地区単位で通学推奨時間を設定するなど、多くの

児童・生徒が一斉に昇降口を利用しないよう指導する。 

・児童・生徒が持参した健康観察票を確認し、家庭で体温や健康状

態を確認できなかった児童・生徒については、教室に入る前に、

検温及び健康観察等を行う。 

・使用した体温計は１人ごとにアルコール等で消毒する。 

・学校で検温等を行う際には、３密を避けられる場所を用意する。 

・登校した児童・生徒に発熱等の風邪症状などがある場合には、他

の児童・生徒と接触しない場所で休養させ、保護者との相談のう

え、必要があれば帰宅とする。 

・こうした対応は、養護教諭や担任だけでなく、全職員で連携して

対応できるよう体制を整備しておく。等 

・熱中症予防のため、登下校時については、マスクは着用しなくて

も良いと指導する。 

 

学校生活全般学校生活全般学校生活全般学校生活全般    ＜うがい・手洗い等＞＜うがい・手洗い等＞＜うがい・手洗い等＞＜うがい・手洗い等＞    

・登校時の教室に入る前や、給食の前後、外から教室に戻る時、ト

イレの後といった際の、こまめなうがい・手洗い等を指導する。 

・基本的には流水と石けんで 30秒程度かけて手洗いをさせる。石

けん等に過敏に反応したり、手荒れの心配があったりするような

場合は、流水でしっかり洗うなど配慮を行う。 

・手洗いの際、洗い場に集中しないよう指導する。 

・こまめな水分補給を行うよう指導する。授業中にも水分補給を行

うことを認める。等 

別紙② 



＜換気等＞＜換気等＞＜換気等＞＜換気等＞    

・換気のため、各教室は２方向の窓を開けておく。加えて、出入口

のドアも開放したりするなど換気を徹底する。 

・気候上可能な限り常時、困難な場合はこまめに（30分に 1回以

上）数分間程度、窓を全開する。 

・冷暖房器具を使用する場合も窓を開けた換気を行う。 

・換気の程度や室温等については、天気や教室の位置によって異な

るため、必要に応じて学校薬剤師と相談し、児童・生徒の服装に

ついても配慮する。 

・体育館のような広く天井の高い場所でも、換気を行う。等 

＜座席配置・マスク着用＞＜座席配置・マスク着用＞＜座席配置・マスク着用＞＜座席配置・マスク着用＞    

・児童・生徒の座席について、向かい合わせを避け、飛沫がかから

ないような十分な距離を保つ。 

・通常マスクを着用させる。近距離での会話や発声が必要な場合

は、マスクの着用を徹底させる。等 

＜共用部分等の消毒対応＞＜共用部分等の消毒対応＞＜共用部分等の消毒対応＞＜共用部分等の消毒対応＞    

・特に多くの児童・生徒や教職員が手を触れる箇所（蛇口、ドアノ

ブ、手すり、スイッチなど）は、１日１回以上消毒液を使用して

清掃を行う。（消毒液としては、アルコールや次亜塩素酸ナトリ

ウム水溶液を推奨） 

・次亜塩素酸ナトリウム水溶液を使用する場合には、手袋を着用

し、消毒後に水拭きを行う。 

・教材、教具、情報機器等、児童・生徒間の共用を避けるのが難し

いものについては、適宜消毒を行う。また、児童・生徒に対し、

これらを使用する前後には手洗いするよう指導する。等 

給食時給食時給食時給食時    ・「学校給食衛生管理基準」に基づいた調理作業や配食等を行う。 

・配食を行う児童・生徒及び教職員について、下痢、発熱、腹痛、

嘔吐等の症状の有無、衛生的な服装をしているか、手指は確実に

洗浄したか等、給食当番活動が可能であるかを毎日点検し、適切

でないと認められる場合は、給食当番を代えるなどの対応をと

る。 

・配食時のマスク着用を徹底する。 

・児童・生徒等全員が食事の前の手洗いを行うよう徹底する。 

・食事をする際には、机を向かい合わせにはせず、座席の間隔をで

きるだけ空けて、飛沫を飛ばさないように会話を控える。 

・配膳の過程を簡略化し、関わる人数や時間を減らす等、感染防止

のための工夫を行う。等 

休み時間休み時間休み時間休み時間    ・休み時間中の行動について、必要なルールを設定する。 

・トイレ休憩については混雑しないよう動線を示して、グループに

分けて実施する。 

・廊下で滞留しない。会話をする際にも一定程度距離を保つ。 

・お互いの体が接触するような遊びは行わない。 

 



 

清掃時清掃時清掃時清掃時    ・用具の共用を避けること、換気を最大限行うこと、トイレ掃除で

は使い捨ての手袋を使用することなど、感染リスクが低減される

ような工夫を行う。また、当面は、教職員のみが清掃を行うこと

も考えられる。 

・清掃後は、手洗いを徹底する。 

・教室内の環境維持やごみ処理を行う者の感染リスク低減の観点か

ら、例えば、ごみの持ち帰りの指導や、学年ごとに集約したごみ

箱を廊下に設置する、ごみ箱内のごみの処理は教職員が行うなど

の工夫をする。 

保健室保健室保健室保健室にてにてにてにて    ・３密防止のため部屋のレイアウトを変更する。 

・一度に多くの児童・生徒が来室した際の対応マニュアル等を作成

し実行する。 

・対応する教職員と来室する児童・生徒は常にマスクを着用する。 

・必要に応じてゴーグル、使い捨て手袋、フェイスシールド等を装

着し、飛沫感染防止を図る。 

・対応するごとにうがい、手洗い又はアルコール消毒を行う。 

・ごみは個々に密閉し、袋を二重にして捨てる。 

・児童・生徒の発熱等の風邪症状などを確認した場合には、保護者

等と相談のうえ、安全に帰宅させる。学校に留まる際には、他の

者との接触を避ける。 

・ドアノブ等の共用部分については、休み時間終了後ごとなど、こ

まめに消毒液等を使用して清掃する。 

学校図書館にて学校図書館にて学校図書館にて学校図書館にて    ・基本的には他の教室同様の感染防止策を講じる。 

・読書や学習用の座席について、対面や近距離とならないような配

置に変更する。 

・一度に多くの児童・生徒が集まることがないよう、例えば学年ご

とに利用時間を区切るなど制限する。 

・貸出しの際に近距離で対面することがないよう、貸出し方法を変

更する。 

・本を扱った後の手洗いを徹底する。 

・開館する時間帯には教職員が常駐し必要な対応・指導を行う。等 



学習学習学習学習場面ごとの感染防止策例場面ごとの感染防止策例場面ごとの感染防止策例場面ごとの感染防止策例    

 

※考えられる一例です。児童生徒の実態等に応じて工夫してください。 

学習活動の例学習活動の例学習活動の例学習活動の例    教科等教科等教科等教科等    感染を防止するための例感染を防止するための例感染を防止するための例感染を防止するための例    

特別教室の使用 各教科等 ・特別教室の使用については、感染リスク低減の観

点から、不特定多数の児童生徒が机などを共有し

て使用することをできるだけ避けるため、可能な

範囲で各自の教室を使用するようにする。 

・特別教室を使用する場合は、使用の前後で適切な

消毒や手洗いを行う。 

器具や用具を共用で

使用 

各教科等 ・器具や用具を共用で使用する場合は、使用前後の

適切な消毒や手洗いを行う。 

音読 各教科等 ・児童生徒全員が前を向いた状態で行う。 

・座ったまま行う。 

発表 各教科等 ・児童生徒全員が前を向いた状態で行う。 

・声を出さずに挙手をする。 

話し合い 

グループ活動 

各教科等 ・相手との距離をとる。 

・できる限り、少人数での活動とする。 

・対面にならないよう、互い違いの席配置とする

等、声を出す向き等に留意する。 

※話し合い活動が主となる単元については、年間指

導計画を変更することも考えられる。 

インターネットを利

用する活動（調べ学

習等） 

各教科等 ・パソコンやタブレット端末を使う前後で手洗い

を行う。 

※機器を消毒すると故障する場合があるため。 

答え合わせ 各教科等 ・児童生徒や教員が声を出して行うのではなく、プ

リント等を配布し、各自丸付けをする。 

読書活動 国語等 ・互いに距離をとる。（利用人数により教室と図書

室の２部屋に分かれる等） 

・本を読む前、本を読んだ後は手洗いをする。 

実験 理科 ・できる限り少人数グループで活動するため、実験

用具が多く準備できる単元から行う。 

・だ液を使用する実験、袋に息をふきこむ実験、密

閉空間が必要な光を扱う実験、手をつなぐ必要が

ある実験等は、学習の実施時期を入れ替えたり、

教員が演示で行ったり、事前に撮影した動画を視

聴したりする等、必要に応じて年間指導計画を変

更することも考えられる。 

別紙③ 



観察 生活、理科等 ・身近な自然や植物、昆虫等を観察する場合は、観

察対象を増やしたり、教員が演示で行っていると

ことを画面に映したり、動画を視聴したりするな

どして、密集することなく観察できる環境を整え

る。 

・同じ観察対象を複数の児童生徒が触らないよう

にする。 

学校内の探検、学校

内の調査活動 

生活、社会、体

育、保健体育、

家庭 等 

・活動の範囲や順番を決めたり、少人数グループで

活動したりする。 

歌、合唱、演奏、合奏 音楽 ・当面は鑑賞や音楽づくり・創作を中心に、学習カ

ードやワークシートを活用した学習を行う。 

・歌う活動を行う場合は必ずマスクを着用し、部屋

の大きさや（体育館等の広い場所を検討）、声を

出す向き、歌う回数、互いの距離にも留意する。 

・当面は、リコーダーや鍵盤ハーモニカ等、呼気を

使う楽器を使用しないこととする。演奏が可能だ

と判断した場合には、個人所有のものを使用し、

互いに距離をとる。 

・リズム遊びで手を合わせたり、音楽に合わせて手

をつないで体を動かしたりする等、接触のある活

動を避ける。 

・木琴、鉄琴や太鼓等、一台の楽器を順番に使用す

る場合は、使う前後で手洗いを行う。 

造形遊びをする活動 

絵や立体に表す活動 

工作に表す活動 

絵や彫刻などに表現

する活動 

デザインや工芸など

に表現する活動 

図画工作 

美術 

・個人での活動を基本とする。 

・図工室、美術室では、対面にならないよう互い違

いの席配置とする。教室で活動する場合は、机を

前向きにして行う。 

・材料や用具を共同で扱う場合は、使う前後で手洗

いを行う。 

鑑賞 図画工作 

美術 

音楽 

・個人での鑑賞を基本とする。 

・鑑賞して気付いたことや感じたことについてワ

ークシートに書く等、一人一人がじっくりと考え

る授業展開を工夫する。 

・鑑賞したことの共有については、ワークシート等

を交換して見合ったり、教師がまとめたものを見

たりすることで行う。 



調理実習 家庭 

技術家庭 

・実習時期を見直したり、適切な事前・事後指導と

家庭における学習の組合せによる指導計画を立

案したりする。 

・実習を行う場合には、マスクを着用し、できるだ

け少人数グループで活動するとともに、手洗いを

こまめに行う。また、役割分担を明確に行い、同

じ調理用具を触らないようにする。 

設計、製作活動 技術家庭 ・可能な限り、個人で取り組む。 

・工具等を共同で扱う場合は、使う前後で手洗いを

行う。 

・できるだけ、教室内の移動を少なくする。 

体育の運動 体育 

保健体育 

・学校の体育の授業におけるマスクの着用は必要

ない。ただし、児童生徒がマスクの着用を希望す

る場合は、マスクの着用を否定するものではな

い。また、運動時にはＮ９５マスクなどの医療用

や産業用マスクではなく、家庭用マスクを着用す

るよう指導する。 

・マスクを着用せず運動する場合は、児童生徒間の

距離を２ｍ以上確保するとともに、ランニングな

どで同じ方向に動く場合は更に長い距離を確保

する。また、児童生徒が教え合う場面では、互い

の距離を２ｍ以上確保するとともに、児童生徒に

不必要な会話や発声を行わないよう指導する。 

・当面の間、地域の感染状況を踏まえ、体育の授業

は、熱中症事故の防止に留意しつつ可能な限り屋

外で実施する。体育館など屋内で実施する必要が

ある場合は、呼気が激しくなるような運動を行う

ことは避ける。 

体ほぐしの運動 体育 

保健体育 

・ペアで背中を合わせたり、手を合わせたりする活

動等を避ける。 

・ボールやフープ等の道具を使い、個人でできる運

動を中心に行う。道具を共同で扱う場合は、使う

前後で手洗いを行う。 



ボール運動、球技 体育 

保健体育 

・実施時期の変更が困難な場合には、一人一個のボ

ールを基本に、個人でできる運動を中心に計画す

る。 

・ボールゲームは、密集を避けるため、できるだけ

的当てゲームにするなど内容を工夫する。 

・ゲームをする場合には最小限の実施とする。チー

ムの人数を減らしたり、コートを広くとったりす

る等、密集する環境を避ける。 

・ビブスを使い回さないようにする。 

武道 保健体育 ・児童生徒が近距離で組み合ったり接触したりす

る場面が多い武道については、年間指導計画の順

序を入れ替えるなどの工夫を行い、当分の間、行

わない。 

・授業を行う場合には、児童生徒が近距離で組み合

ったり接触したりする場面のない、柔道における

基本動作や受け身、剣道における基本打突や剣道

形などを中心とした学習内容にするなど、指導内

容を工夫する。 

器械運動 体育 

保健体育 

・跳び箱等、大人数で動かすものについては、準備・

片付けの回数を少なくするため、同じ学年で連続

して授業を行う等、時間割を工夫する。 

コミュニケーション

活動 

外国語・ 

外国語活動 

 

・やり取りを行う際には、身体接触（握手やハイタ

ッチ等）を行わないようにする。 

・CD や DVD 等の視聴覚教材を積極的に活用する。 

児童会活動 

（代表委員会、委員

会活動、児童会集会

活動等） 

特別活動 ・活動を効率化し、大人数で集まる機会をできるだ

け少なくする。 

・集まる際には、会場の換気を行うとともに、互い

に距離をとる。 

・短時間で行う。 

部活動 部活動 ・運動部活動での活動時における留意点や、マスク

の着用については、体育の授業における留意点に

準じる。 

・吹奏楽部での活動の留意点は、音楽の授業におけ

る留意点に準じる。 
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二宮町社会教育施設の利用再開における 

新型コロナウイルス感染症拡大予防対策について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



二宮町新型コロナウイルス感染症対策公共施設利用ガイドライン 

 

このガイドラインは、政府の「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言

（令和２年５月４日、５月１４日）」を踏まえ、町の施設における感染拡大予防対策

として実施すべき基本的事項を示したものです。 

各施設においては、政府専門家会議の提言や定められた各業種や施設の種別ごとの

ガイドラインを参考にするとともに、本ガイドラインに基づいて、感染拡大予防対策

を実施してください。 

なお、新型コロナウイルス感染症に伴う情勢の変化等により、今後、本ガイドライ

ンを変更することがあります。 

 

１ 利用者に実施していただく事項 

（１）利用の自粛 

自宅で検温し、発熱または咳・咽頭痛その他の感冒様症状を呈しているときは利

用を控えてください。また、過去２週間以内に感染が引き続き拡大している国、地

域への訪問歴がある方、感染もしくはその疑いのある方が身近にいる方は、当面の

間、利用を控えてください。 

（２）飲食を伴う利用の制限 

  屋内施設の利用にあたっては、調理を伴う利用については、感染リスクが高いと

考えられるため、当面、設備の利用を停止することから、給湯室、調理室及び備え

付けの食器等の利用はできません。 

  よって、当面は飲食を伴う利用はなるべくご遠慮ください。 

（３）利用定員数の縮小 

  利用定員数が定められた施設については、各施設で定められた利用定員数を上限

として利用してください。 

（４）マスクの持参、着用 

  来場する際は必ずマスクを持参し、スポーツ等を行っていない際や会話をする際

にはマスクを着用してください。 

（５）道具の持参 

  使用する道具やタオルについては、極力自分自身で持参し、共用を避けるように

してください。 

（６）手洗い、手指消毒 

利用前に石鹸による手洗い及びアルコール消毒を必ずしてください。 

（７）対人距離の確保 

  他の利用者との距離をできるだけ２メートル（最低１メートル）確保してくださ



い。強度が高い運動、スポーツの場合は呼気が激しくなるため、より一層距離を空

けるようにしてください。 

（８）トイレの利用 

  飛沫を防止するため、トイレの蓋を閉めて汚物等を流してください。 

（９）換気 

  利用する部屋については、原則３０分に１回５分程度、換気してください。 

（10）消毒 

  利用した部屋の椅子・テーブル等の備品やドアノブなど人が触れる部分について

は、利用後に消毒を行ってください。 

（11）ごみの廃棄 

  ア 使用済みのマスクは持ち帰ってください。 

イ 鼻水、唾液などが付いたごみは、ビニール袋に入れ密閉して廃棄してくださ

い。 

（12）利用中の飛沫感染防止 

  利用中に大きな声での会話や歌を歌うことはご遠慮ください。また、運動・スポ

ーツ中に唾や痰を吐かないようにしてください。 

（13）利用者名簿の作成 

  団体利用の場合、利用者全員の氏名、住所、連絡先が入った名簿を作成し、利用

後１か月間保管してください。利用時に町へ名簿を提出する必要はありませんが、

施設利用者から感染者が発生した場合、町及び平塚保健福祉事務所等の公的機関へ

の利用者名簿の提出に応じるようにしてください。 

  個人利用の場合、名簿の作成は必要ありませんが、学習室等を利用する場合は名

簿への記入をお願いします。 

（14）感染症対策チェックシートの記入 

利用前に、施設毎に定められた感染症対策チェックシートを記入し、管理人の駐

在する施設については管理人に提出してください。管理人の駐在しない施設につい

ては、利用者名簿と併せて保管してください。 

（15）LINEコロナお知らせシステムの登録 

  ア 利用時に、神奈川県が実施するLINEコロナお知らせシステムに登録し、施設

のQRコードを読み取るようにしてください。 

  イ イベントの主催者はイベント毎に登録し、参加者に対してQRコードを読み取

るように呼びかけてください。 

 

２ 施設管理者において実施する事項 

（１）利用時の注意点の周知 

事前に施設利用の注意点をホームページ及び施設の入口などに明示することを徹



底する。 

（２）マスク着用の周知・確認 

  着用した上で来場するよう周知する 

（３）手洗い場所の確保、手指消毒剤の設置 

  入口付近にアルコール消毒液等を配置する。 

（４）来場者の体調の確認 

  自宅で検温をしていただき、発熱がある場合は入館又は入場をお断りする場合が

あること、過去２週間以内に感染が引き続き拡大している国、地域への訪問歴があ

る方、感染もしくはその疑いのある方が身近にいる方は、当面の間、利用を控えて

いただくことを周知する。 

（５）対人距離の確保 

  ア 対人距離をできるだけ２メートル（最低１メートル）の間隔を空ける工夫を

するよう周知する。 

イ 利用定員が定められた施設の利用については、各施設で定められた利用定員

数を上限として利用するよう周知する。 

（６）窓口での感染防止策 

  対面する窓口では、透明ビニールカーテン等により来館者との間を遮蔽する。 

（７）換気 

  屋内施設については、原則３０分に１回５分程度、下記のとおり換気することを

周知する。なお、換気ができない場合は利用不可とする。 

ア 窓が２か所あり完全に空気を入れ替えることが望ましい。（機械換気でも

可） 

イ 窓がない場合は、入口を開放し、扇風機を使用するなど工夫を要する。 

（８）ごみの廃棄 

  ア 使用済みのマスクは持ち帰るよう掲示する。 

イ 鼻水、唾液などが付いたごみは、ビニール袋に入れて密閉して廃棄するよう

周知する。 

ウ ゴミを回収する人は、マスクや手袋を着用する。（ゴミの回収を委託している

場合は、マスクや手袋は委託事業者に準備してもらう。） 

（９）飲食を伴う利用の制限 

屋内施設の利用にあたっては、調理を伴う利用については、感染リスクが高いと

考えられるため、当面、設備の利用は停止することから、給湯室、調理室及び備え

付けの食器等の利用は停止する。 

よって、当面は飲食を伴う利用をご遠慮いただくよう、周知を行う。 

（10）施設内で体調を崩し感染が疑われる者が発生した場合 

ア 速やかに別室へ移し、隔離する。 



イ 対応する職員は、マスクや手袋の着用等適切な防護対策を講じる。 

ウ 帰国者・接触者相談センターに連絡し、必要に応じて救急搬送を要請する。 

（11）利用者名簿の作成 

 団体利用の場合、申請者（代表者）に名簿の作成を依頼し、利用後１か月間は申

請者（代表者）に適正に管理するよう求める。利用時に名簿の提出は求めないが、

感染が発生した場合、町及び平塚保健福祉事務所など公的機関へ提出することを明

示しておく。 

個人利用の場合、名簿の作成を求めるものではないが、一定時間利用者がとどまる

学習室等においては、利用者に名簿への記入を依頼する等名簿の作成に努めることと

する。 

（12）LINE コロナお知らせシステムの登録 

  ア 施設毎に神奈川県が実施する LINE コロナお知らせシステムに登録し、QRコー

ドを施設の入口に掲示する。また、利用者に対して QR コードを読み取るように

周知を行う。 

 イ イベントの主催者に対しては、イベント毎に登録を行い、参加者に対して QR

コードを読み取るように呼びかけるよう促す。 



年 月 日

時 分　～ 時 分

※この利用者名簿は、感染が発生した場合に、代表者から町及び平塚保健福祉事務所など公的機

　関に提出していただきます。個人情報保護のため、前述の目的以外には使用できません。

利用者名簿

番号 氏名 住所 電話番号

施設名

団体名

利用日時





二宮町生涯学習センターの利用再開における 

新型コロナウイルス感染症拡大予防対策について 

 

「二宮町新型コロナウイルス感染症対策公共施設利用ガイドライン」を踏ま

え、生涯学習センターラディアンの利用再開にあたり行う事項等をまとめたも

のである。 

 

１．利用者及びイベント等主催者の周知事項 

（１）共通事項 

 ・自宅で検温発熱や風邪等体調の異変、過去 2 週間以内に感染が引き続き

拡大している国、地域への訪問歴がある方、感染もしくはその疑いがある

方が身近にいる方の利用を控える。 

 ・利用前・利用後の手洗いや手指消毒を行う。 

 ・マスク着用を行う。 

 ・３密（密閉、密集、密接）を避ける。 

 ・使用する道具やタオルは共用を避ける。 

 ・ゴミの持ち帰り、特に鼻水や唾液等がついたゴミはビニール袋で密閉して

持ち帰る。 

 ・部屋の換気をこまめに行う。（30 分に 1 回 5 分程度） 

 ・利用した部屋の椅子・テーブル等の備品やドアノブ等人が触れる部分につ

いては利用後に消毒を行う。 

 ・利用前に感染症対策チェックシートに記入の上、受付へ提出する。 

 ・団体利用については、利用者名簿を作成し 1 か月間保管する。利用者から

感染者が発生した場合、町及び平塚保健福祉事務所等への公的機関へ利

用者名簿を提出する。 

 ・利用時に神奈川県が実施する LINE コロナお知らせシステムに登録し、

施設の QR コードを読み取る。 

 ・イベント主催者はイベントごとに登録し、参加者に対して QR コードを

読み取るように呼びかける。 

 ・感染防止のために施設管理者が決めたその他の措置について従うこと。 

（２）ホール主催者 

 ・会場入口に手指消毒液の用意を行う 

 ・入退場へは余裕を持った時間を設定し、時間差を設ける等混雑しないよう

配慮を行う。 

 ・開場時間の拡大、休憩時間の延長、入場時チケット確認（もぎり）の簡略

化の検討を行う。 



 ・チラシ、アンケート等手渡しによる配布は極力避ける。 

 ・プレゼント、差し入れなどは控えるよう呼びかける。 

 ・物販（教育委員会が許可したものに限る）の際は、アクリル板や透明ビニ

ールカーテンにより購入者との間を遮蔽する。 

 

２．部屋等の利用制限 

 （１）ホール以外の各部屋 

 ・密集を避けるため、ホール及び各部屋の利用上限人数を別紙「各部屋の利

用制限について」の通り定める。 

 ・共有箇所（ラウンジ、給湯室、ロッカー）を利用不可とする。 

 ・会食や懇親会等飲食を目的とした利用は不可とする。 

  ただし、研修会等の目的で昼食や軽食等は可能とするが、飲食物のシェア

を避け、利用者間の距離を十分確保することとする。 

 ・マルチルーム１についてはホール控室以外の使用は換気が十分にできな

いことから当面の間不可とする。 

 （２）ホール  

 ・客席の収容人数の上限目安を 100 名とし、観客の距離を十分に確保（2 席

程度空ける）する。 

 ・親子室及び鑑賞室は原則として貸出不可とする。乳幼児のいる場合等必要

がある場合は、家族のみの使用とする。 

 ・舞台の利用については、別紙「各部屋の利用制限について」の通りの運用

とする。上限人数以内でもソーシャルディスタンスの確保が難しいと考

えられるものは利用の自粛を促す。 

 ・ピアノやマイク等の備品の消毒や使用方法については施設管理者の指示

に従うこと。 

 （３）展示使用 

 ・観覧者間の距離を十分開けるよう、展示方法や案内等の配慮を行う。 

・観覧者が触れられる展示物については極力避ける。 

・ガラスケースやテーブル等多くの人が触れるものについては使用日毎 

に消毒を行う。 

  



 

 

３．施設管理者が実施する事項 

  ・出入口にアルコール消毒液を設置する。 

  ・手すりやドアノブ等の消毒を適宜行う。 

  ・飛沫感染防止のため、受付にビニールシートを設置し職員はマスクを着用 

する。 

  ・受付時やホームページ及び館内表示等において上記取組みをお知らせす 

   る。 

 

４．その他 

  ・本文書は、今後の状況に応じて適宜見直しを図り、内容を更新していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



新型コロナウイルス感染防止のため、ご協力をよろしくお願いいたします。ご記入の上、

利用前に受付にご提出ください。 

 

使用団体名  

代表者名  

代表者連絡先 
（住所） 

（電話番号） 

利用日時 令和  年  月  日（  曜日）   ～ 

利用者数       人 

利用目的  

 

下記項目について、利用者全員に確認し、チェックをお願いします。 

1．利用者の体調について 

□ 発熱または咳・咽頭痛などの症状が出ている方、過去２週間以内に感染が拡大している

国等の訪問歴がある方、感染者やその疑いがある方が身近にいる方は利用を控えること 

 

2．利用について 

□ 利用前・利用後には手洗いをすること 

□ 各自マスクを持参し、利用中は極力マスクを着用すること 

□ ３密（密閉、密集、密接）を避けること 

□ 原則、30 分に 1 回 5 分程度の換気を行うこと 

□ 使用する道具やタオルについて、利用者間での共用を避けること 

□ 使用済みのマスクやゴミは持ち帰ること。特に、鼻水・唾液等がついたゴミは、ビニー

ル袋に入れ密閉して持ち帰ること 

□ 利用中に大声での会話や歌を歌うことはできるだけ避けること 

□ 利用した部屋の椅子・テーブル等の備品やドアノブ等人が触れる部分については、利用

後に消毒を行うこと 

□ 感染防止のために施設管理者が決めたその他の措置について従うこと 

 

 

□ 代表者の方は、別紙「利用者名簿」に当日利用者全員の連絡先等を記入し１か月間保管



すること（提出不要ですが、感染発生の場合は保健所等へ提出をお願いすることがあり

ます） 

□ 利用者全員（LINE アプリを使用できる方）が、神奈川県が実施する LINE コロナお知

らせシステムに登録し、施設入口にある QR コードを読み取ること 

 

3．施設の利用制限について 

□ 各部屋の利用者数を制限します。詳細は、別紙「各部屋の利用制限について」をご参照

ください。 

□ ラウンジ及び給湯室、ロッカーについては、利用できません。 

□ ピアノやマイクを使用する際は消毒についてや使用方法について施設管理者の指示に

従ってください 

□ 会食・懇親会等の飲食を目的とした利用は、禁止とします 

□ 飲食については、弁当やペットボトル等の個別包装されたものとし、飲食物をシェアす

ることは避けてください。また、対面を避けて利用者間の距離を十分確保してください 

 

４．ホール等主催者に向けて 

□ 入退場へは余裕を持った時間を設定し、時間差を設ける等混雑しないよう配慮をお願い

します。 

□ 開場時間の拡大、休憩時間の延長、入場時チケット確認（もぎり）の簡略化の検討をお

願いします。 

□ チラシ、アンケート等手渡しによる配布は極力避けてください。 

□ プレゼント、差し入れなどは控えるよう呼びかけてください。 

□ ホール公演に関連した CD や書籍等（事前申請が必要です）の際は、アクリル板や透明

ビニールカーテンにより購入者との間を遮蔽してください。 

□ イベント毎に神奈川県が実施する LINE コロナお知らせシステムに登録し、参加者に対

してイベントの QR コードを読み取るように呼びかけること 

 

５．展示等について 

□ 観覧者間の距離を十分開けるよう、展示方法や案内等の配慮をお願いします。 

□ 観覧者が触れられる展示物については極力避けてください。 

□ ガラスケースやテーブル等多くの人が触れるものについては使用日毎に消毒をお願い

します。 

  



各部屋の利用制限について 

１．利用人数一覧（目安） 

部屋 利用可否 面積 利用上限 

ホール（舞台は下記参照） 可 841.2 ㎡ 100 人 

マルチルーム 1 不可※1 58.5 ㎡ —  

マルチルーム 2 可 42.0 ㎡ 8 人 

分割利用 
マルチルーム 2-1 可 21.0 ㎡ 4 人 

マルチルーム 2-2 可 21.0 ㎡ 4 人 

マルチルーム 3 可 18.0 ㎡ 4 人 

和室 可 42.0 ㎡ 6 人 

保育室 可 30.3 ㎡ 4 組※2 

ミーティングルーム 1 可 66.6 ㎡ 15 人 

ミーティングルーム 2 可 125.5 ㎡ 25 人 

分割利用 

ミーティングルーム 2-1 可 35.5 ㎡ 5 人 

ミーティングルーム 2-2 可 52.0 ㎡ 12 人 

ミーティングルーム 2-3 可 38.0 ㎡ 5 人 

ミーティングルーム 2-1／2-2 可 87.5 ㎡ 20 人 

ミーティングルーム 2-2／2-3 可 90.0 ㎡ 20 人 

ミーティングルーム 3 可 16.9 ㎡ 3 人 

※1 ホール利用時の控え室としてのみ利用可能 

※2 利用者が大人のみの場合は、5 人まで利用可能 

 

２．舞台利用の目安 

【マスク有】 

利用上限 25 名 

条件 ２ｍ程度の間隔を四方に確保 

両手を広げてぶつからない距離（1.7ｍ程度）を想定 

【マスク無】 

利用上限 15 名 

条件 ３ｍ程度の間隔を四方に確保。合唱は２列まで可 

備考 対面状態となる時はマスク着用 

吹奏楽は発声を控えれば 25 名まで可 

あくまでも目安です。内容や設営状況により利用者間十分な距離が図られない場合は自粛を

お願いすることがあります。 

 



【参考】ラディアン ホール利用目安 

 

塗りつぶし箇所を目安にご利用ください 

 



お名前

〒

ご住所

℡

ご感想

　二宮町ふたみ記念館からの企画展のＤＭを希望したい!という方はチェックをお願いいたします→□

ご来館者カード
　　　年　　　月　　　日

※新型コロナウイルス感染発生の場合は、上記情報を保健所等の公的機関へ提出することがあ
ります

感染症対策チェックリスト

下記項目について、各自で確認をお願いします

□体調は悪くないですか（発熱、風邪の症状）

過去2週間以内に、以下の項目の有無

□平熱を超える発熱がない

□咳、のどの痛みなどの風邪の症状がない

□だるさ（倦怠感）、息苦しさ（呼吸困難）がない

□嗅覚や味覚の異常がない

□体が重く感じる、疲れやすい等の症状がない

□新型コロナウイルス感染症陽性とされた方との濃厚接触がない

□同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいない

□過去14日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域

等への渡航又は当該在住者との濃厚接触がない

館内利用について

□利用前・利用後には手洗いをすること

□マスクの持参をすること

□三密（密閉、密集、密接）を避けること

□観覧中に大きな声で会話をしないこと

□感染防止のために施設管理者が決めたその他の措置について従うこと

□利用者全員について、神奈川県が実施するLINEコロナお知らせシステムに登録し、施

設入にあるQRコードを読み取るようにご協力をお願いします

□イベントの主催者は、イベント毎に神奈川県が実施するLINEコロナお知らせシステムに





新型コロナウイルス感染防止のため、ご協力をよろしくお願いいたします。ご記入の上、

利用前に受付にご提出ください。 

使用団体名  

代表者名  

代表者連絡先 
（住所） 

（電話番号） 

利用日時 令和  年  月  日（  曜日）   ～ 

利用者数       人 

利用目的  

 

下記項目について、利用者全員に確認し、チェックをお願いします。 

 

１．利用者の体調について 

□ 利用者に体調の悪い方はいませんか（発熱、風邪の症状） 

過去 2週間以内に、以下の項目の有無 

□ 平熱を超える発熱がない 

□ 咳、のどの痛みなどの風邪の症状がない 

□ だるさ（倦怠感）、息苦しさ（呼吸困難）がない 

□ 嗅覚や味覚の異常がない 

□ 体が重く感じる、疲れやすい等の症状がない 

□ 新型コロナウイルス感染症陽性とされた方の濃厚接触がない 

□ 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいない 

□ 過去 14 日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等

への渡航又は当該在住者との濃厚接触がない 

 

２．利用について 

□ 密集を避けるため、下記人数を目安として利用すること 

【各施設の上限人数の目安】 

体育室 半面につき 25人 

幼児ルーム 10人 

多目的室 20人 

会議室 10人 

※用具を配置した場合は十分な距離が取れるよう利用者数を減らすなどの対応をお願い

します。 

※個人利用の場合、上記人数を超えた場合に入場制限をさせていただくことがあります。 

※幼児ルームは共用スペースのためゆずりあって上記の人数を目安にご利用ください。 

裏面につづく 



□ トレーニングルーム及び更衣室は使用できません 

□ 利用前・利用後には手洗いをすること 

 

□ マスクの持参をすること 

（受付時や着替え時等のスポーツを行っていない際や会話をする際） 

□ 窓を開け、扇風機を回すなど十分な換気をおこなうこと 

□ 対外試合や大会は控えること 

□ 利用中に大きな声で会話、応援等をしないこと 

□ 利用者同士が接触するような活動は避けること 

□ 使用する道具やタオルについて利用者間での共用を避けること 

□ 使用するマスクやゴミは持ち帰ること。特に鼻水・唾液等がついたゴミはビニール袋に

入れ密封して持ち帰ること 

□ 飲食については、弁当やペットボトル等の個別包装されたものとし、飲食物をシェアす

ることは避けること。また、対面を避けて利用者間の距離を十分確保すること 

□ 利用した備品や飲食については、弁当やペットボトル等の個別包装されたものとし、飲

食物をシェアすることは避けること。また、対面を避けて利用者間の距離を十分確保す

ること 

□ ドアノブ等人が触れる部分については、利用後に消毒を行うこと 

（除菌液として次亜塩素酸水を受付で貸出しています。） 

□ 三密（密閉、密集、密接）を避けること 

□ 感染防止のために施設管理者が決めたその他の措置について従うこと 

□ 代表者の方は別紙「施設利用者名簿」に当日利用者全員の連絡先等を記入し１か月間保

管してください（提出不要ですが、感染発生の場合は保健所等へ提出をお願いすること

があります） 

□ 利用者全員について、神奈川県が実施する LINE コロナお知らせシステムに登録し、施

設入口にあるQRコードを読み取るようにご協力をお願いします 

□ イベントの主催者は、イベント毎に神奈川県が実施する LINEコロナお知らせシステム

に登録し、参加者に対してイベントのQRコードを読み取るように呼びかけること 

 ※各競技協会等における感染拡大予防ガイドラインがある場合は参照の上、 

感染防止対策を講じてください 



新型コロナウイルス感染防止のため、ご協力をよろしくお願いいたします。ご記入の上、

利用前に施設管理人にご提出ください。 

使用団体名  

代表者名  

代表者連絡先 
（住所） 

（電話番号） 

利用日時 令和  年  月  日（  曜日）   ～ 

利用者数       人 

利用目的  

 

下記項目について、利用者全員に確認し、チェックをお願いします。 

 

１．利用者の体調について 

□ 利用者に体調の悪い方はいませんか（発熱、風邪の症状） 

過去 2 週間以内に、以下の項目の有無 

□ 平熱を超える発熱がない 

□ 咳、のどの痛みなどの風邪の症状がない 

□ だるさ（倦怠感）、息苦しさ（呼吸困難）がない 

□ 嗅覚や味覚の異常がない 

□ 体が重く感じる、疲れやすい等の症状がない 

□ 新型コロナウイルス感染症陽性とされた方との濃厚接触がない 

□ 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいない 

□ 過去 14 日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等

への渡航又は当該在住者との濃厚接触がない 

 

２．利用について 

□ 利用前・利用後には手洗いをすること 

□ マスクの持参をすること（受付時や着替え時等のスポーツを行っていない際や会話をす

る際） 

□ 三密（密閉、密集、密接）を避けること 

□ 対外試合や大会は控えること 

□ 利用中に大きな声で会話、応援等をしないこと 

□ 飲食については、弁当やペットボトル等の個別包装されたものとし、飲食物をシェアす

ることは避けてください。また、対面を避けて利用者間の距離を十分確保してください。 

□ 利用した備品については利用後に消毒を行うこと 

□ 感染防止のために施設管理者が決めたその他の措置について従うこと 

裏面につづく 



 

□ 代表者の方は別紙「施設利用者名簿」に当日利用者全員の連絡先等を記入し１か月間保

管してください（提出不要ですが、感染発生の場合は保健所等へ提出をお願いすること

があります） 

□ 利用者全員について、神奈川県が実施する LINE コロナお知らせシステムに登録し、施

設入口にある QR コードを読み取るようにご協力をお願いします 

□ イベントの主催者は、イベント毎に神奈川県が実施する LINE コロナお知らせシステム

に登録し、参加者に対してイベントの QR コードを読み取るように呼びかけること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※各競技協会等における感染拡大予防ガイドラインがある場合は参照の上、 

感染防止対策を講じてください 



新型コロナウイルス感染防止のため、ご協力をよろしくお願いいたします。ご記入の上、

利用前にラディアン受付にご提出ください。 

 

使用団体名  

代表者名  

代表者連絡先 
（住所） 

（電話番号） 

利用日時 令和  年  月  日（  曜日）   ～ 

利用者数       人 

利用目的  

 

下記項目について、利用者全員に確認し、チェックをお願いします。 

 

１．利用者の体調について 

□ 利用者に体調の悪い方はいませんか（発熱、風邪の症状） 

過去 2 週間以内に、以下の項目の有無 

□ 平熱を超える発熱がない 

□ 咳、のどの痛みなどの風邪の症状がない 

□ だるさ（倦怠感）、息苦しさ（呼吸困難）がない 

□ 嗅覚や味覚の異常がない 

□ 体が重く感じる、疲れやすい等の症状がない 

□ 新型コロナウイルス感染症陽性とされた方の濃厚接触がない 

□ 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいない 

□ 過去 14 日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等

への渡航又は当該在住者との濃厚接触がない 

 

２．利用について 

□ 利用前・利用後には手洗いをすること 

□ マスクの持参をすること（受付時や着替え時等のスポーツを行っていない際や会話をす

る際） 

□ 三密（密閉、密集、密接）を避けること 

□ 対外試合や大会は控えること 

□ 利用中に大きな声で会話、応援等をしないこと 

□ 感染防止のために施設管理者が決めたその他の措置について従うこと 

□ 代表者の方は別紙「施設利用者名簿」に当日利用者全員の連絡先等を記入し１か月間保

管してください（提出不要ですが、感染発生の場合は保健所等へ提出をお願いすること

があります） 

裏面に続く 



□ 利用者全員について、神奈川県が実施する LINE コロナお知らせシステムに登録し、施

設入口にある QR コードを読み取るようにご協力をお願いします 

□ イベントの主催者は、イベント毎に神奈川県が実施する LINE コロナお知らせシステム

に登録し、参加者に対してイベントの QR コードを読み取るように呼びかけること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



新型コロナウイルス感染防止のため、ご協力をよろしくお願いいたします。ご記入の上、

利用前に教育委員会受付（土日は日直室）にご提出ください。 

使用団体名  

代表者名  

代表者連絡先 
（住所） 

（電話番号） 

利用日時 令和  年  月  日（  曜日）   ～ 

利用者数       人 

利用目的  

 

下記項目について、利用者全員に確認し、チェックをお願いします。 

 

１．利用者の体調について 

□ 利用者に体調の悪い方はいませんか（発熱、風邪の症状） 

過去 2週間以内に、以下の項目の有無 

□ 平熱を超える発熱がない 

□ 咳、のどの痛みなどの風邪の症状がない 

□ だるさ（倦怠感）、息苦しさ（呼吸困難）がない 

□ 嗅覚や味覚の異常がない 

□ 体が重く感じる、疲れやすい等の症状がない 

□ 新型コロナウイルス感染症陽性とされた方との濃厚接触がない 

□ 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいない 

□ 過去 14 日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等

への渡航又は当該在住者との濃厚接触がない 

 

２．利用について 

□ 密集を避けるため、柔道場２５名、剣道場２５名を上限として使用すること 

□ 施設内では水分補給以外の飲食はしないこと 

□ 更衣室は使用できません 

□ 利用前・利用後には手洗いをすること 

□ マスクの持参をすること（受付時や着替え時等のスポーツを行っていない際や会話をす 

る際） 

□ 窓を開け、扇風機を回すなど十分な換気をおこなうこと 

□ 対外試合や大会は控えること 

□ 利用中に大きな声で会話、応援等をしないこと 

□ 人と人とが接触するような活動は避けること 裏面につづく 



□ 使用する道具やタオルについて利用者間での共用を避けること 

□ 使用するマスクやゴミは持ち帰ること。特に鼻水・唾液等がついたゴミはビニール袋に

入れ密封して持ち帰ること 

□ 利用した備品やドアノブ等人が触れる部分については、利用後に消毒を行うこと 

（除菌液として次亜塩素酸水を受付で貸出しています。拭くタオル等は各自ご持参くだ

さい） 

□ 三密（密閉、密集、密接）を避けること 

□ 感染防止のために施設管理者が決めたその他の措置について従うこと 

□ 代表者の方は別紙「施設利用者名簿」に当日利用者全員の連絡先等を記入し１か月間保

管してください（提出不要ですが、感染発生の場合は保健所等へ提出をお願いすること

があります） 

□ 利用者全員について、神奈川県が実施する LINE コロナお知らせシステムに登録し、施

設入口にあるQRコードを読み取るようにご協力をお願いします 

□ イベントの主催者は、イベント毎に神奈川県が実施する LINE コロナお知らせシステム

に登録し、参加者に対してイベントのQRコードを読み取るように呼びかけること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※各競技協会等における感染拡大予防ガイドラインがある場合は参照の上、 

感染防止対策を講じてください 



山西プール利用者カード 

 

氏名 

 

 

年齢 

歳 

 歳 

 歳 

 歳 

  歳 

連絡先 
（住所） 

（電話番号） 

利用日 令和  年  月  日（  曜日） 

利用予定時間 
 

コロナウイルス感染拡大の観点から 2 時間までを目安に利用をお願いします 

※記入いただいた個人情報は、利用者数集計及び新型コロナウイルス感染拡大防止に関すること

のみに利用し、それ以外に使用いたしません。 

感染症が発生した場合、保健所等への公的機関に提出することがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

裏面のチェックリストの確認もお願いします 

一般用 



 

新型コロナウイルス感染防止のため、下記項目の確認とご協力をよろしくお願いいたします。 

 

１．利用者の体調について 

□ 利用者に体調の悪い方はいませんか（発熱、風邪の症状） 

過去 2 週間以内に、以下の項目の有無 

□ 平熱を超える発熱がない 

□ 咳、のどの痛みなどの風邪の症状がない 

□ だるさ（倦怠感）、息苦しさ（呼吸困難）がない 

□ 嗅覚や味覚の異常がない 

□ 体が重く感じる、疲れやすい等の症状がない 

□ 新型コロナウイルス感染症陽性とされた者の濃厚接触がない 

□ 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいない 

□ 過去 14 日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等

への渡航又は当該在住者との濃厚接触がない 

 

 

２．利用について 

□ 利用前・利用後には手洗いをすること 

□ マスクの持参をすること（受付時や着替え時等のスポーツを行っていない際や会話をす

る際） 

□ 水泳時やプールサイドで休憩等する際は、他の利用者との距離（できるだけ 2m 以上）

を確保すること 

□ タオルやゴーグル等の共用はしないこと 

□ 更衣室は一度に入る人数を制限し、密集を避けること 

□ 利用中に大きな声で会話、応援等をしないこと 

□ 三密（密閉、密集、密接）を避けること 

□ 水分補給以外の飲食はしないこと 

□ 感染防止のために施設管理者が決めたその他の措置について従うこと 

□ 神奈川県が実施する LINE コロナお知らせシステムに登録し、施設入口にある QR コー

ドを読み取るようにご協力をお願いします 

 

 

 

 



山西プール利用者カード 

なまえ    

電話番号  

学校名・学年 学校名                  年生 

日にち 令和  年  月  日（  曜日） 

プールにいる 

時間 

 

コロナウイルス感染予防のため、2時間以内を目安にしましょう 

※記入いただいた内容は、人数の集計及び新型コロナウイルス感染防止に関わることのみに 

利用し、それ以外に使用いたしません。 

感染症が発生した場合、保健所などへこのカードを提出することがあります。 

 

新型コロナウイルス感染防止のため、下記項目の確認とご協力をよろしくお願いいたします。 

１．あなたの体調について 

□ 熱があったり、かぜをひいていませんか 

過去 2週間以内に、以下の症状はないですか 

□ 平熱を超える発熱がない 

□ せき、のどの痛みなどの風邪の症状がない 

□ だるさ、息苦しさがない 

□ においや味の異常がない 

□ 体が重く感じる、疲れやすいなどの症状がない 

□ 新型コロナウイルス感染症にかかった人と会っていない 

□ 家族や身近な知りあいに感染が疑われる人がいない 

□ 過去 14日以内に海外に行っていない 

 

２．利用についての注意 

□ 利用前・利用後には手洗いをすること 

□ マスクの持参をすること（受付時や着替え時、会話をする際など） 

□ 水泳時やプールサイドで休憩等する際は、他の利用者との距離（できるだけ 2m 以上）

を開けること 

□ タオルやゴーグル等の貸し借りはしないこと 

□ 更衣室が混んでいるときは少し外で待ちましょう 

□ 利用中に大きな声で会話、応援などをしないこと 

□ 三密（密閉、密集、密接）を避けること 

□ 水分補給以外の飲食はしないこと 

□ 感染防止のために施設のルールについて従うこと 

□ （スマホを持っている人）神奈川県が実施する LINEコロナお知らせシステムに登録

し、施設入口にあるQRコードを読み取るようにご協力をお願いします 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



今後施設の利用者でコロナウイルス感染者が発生した場合に備え、利用者の皆様に氏名・連

絡先等をご記入いただいております。 

お子さまの氏名・連絡先・学年をご記入いただいておりますので、ご了承ください。 

なお、記入いただいた個人情報については、利用者集計及び新型コロナウイルス感染拡大防

止に関することのみに利用し、それ以外に使用いたしません。 

感染症が発生した場合、保健所等への公的機関に提出することがあります。 

今後ご利用される場合にも、下記についてご確認いただきますようお願い致します。 

感染拡大防止のため、ご理解ご協力いただきますようお願いいたします。 

 

１．利用者の体調について 

□ 利用者に体調の悪い方はいませんか（発熱、風邪の症状） 

過去 2週間以内に、以下の項目の有無 

□ 平熱を超える発熱がない 

□ 咳、のどの痛みなどの風邪の症状がない 

□ だるさ（倦怠感）、息苦しさ（呼吸困難）がない 

□ 嗅覚や味覚の異常がない 

□ 体が重く感じる、疲れやすい等の症状がない 

□ 新型コロナウイルス感染症陽性とされた方との濃厚接触がない 

□ 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいない 

□ 過去 14 日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等

への渡航又は当該在住者との濃厚接触がない 

 

２．利用について 

□ 利用前・利用後には手洗いをすること 

□ マスクの持参をすること（受付時や着替え時等のスポーツを行っていない際や会話をす

る際） 

□ 水泳時やプールサイドで休憩等する際は、他の利用者との距離（できるだけ 2m 以上）

を確保すること 

□ タオルやゴーグル等の共用はしないこと 

□ 更衣室では人数制限を行いますが、利用者同士の距離をできるだけ開けること 

□ 利用中に大きな声で会話、応援等をしないこと 

□ 三密（密閉、密集、密接）を避けること 

□ 水分補給以外の飲食はしないこと 

□ 感染防止のために施設管理者が決めたその他の措置について従うこと 

□ 神奈川県が実施する LINEコロナお知らせシステムに登録し、施設入口にあるQRコー

ドを読み取るようにご協力をお願いします 

 



 

 

 

 

 

 



新型コロナウイルス感染防止のため、ご協力をよろしくお願いいたします。ご記入の上、

利用前に受付にご提出ください。 

代表者名  

代表者連絡先 
（住所） 

（電話番号） 

利用日時 令和  年  月  日（  曜日）   ～ 

利用者数       人 

利用目的  

 

下記項目について、利用者全員に確認し、チェックをお願いします。 

１．利用者の体調について 

□ 利用者に体調の悪い方はいませんか（発熱、風邪の症状） 

過去 2週間以内に、以下の項目の有無 

□ 平熱を超える発熱がない 

□ 咳、のどの痛みなどの風邪の症状がない 

□ だるさ（倦怠感）、息苦しさ（呼吸困難）がない 

□ 嗅覚や味覚の異常がない 

□ 体が重く感じる、疲れやすい等の症状がない 

□ 新型コロナウイルス感染症陽性とされた者の濃厚接触がない 

□ 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいない 

□ 過去 14 日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等

への渡航又は当該在住者との濃厚接触がない 

 

２．利用について 

□ 利用前・利用後には手洗いをすること 

□ マスクの持参をすること（受付時や着替え時等のスポーツを行っていない際や会話をす

る際） 

□ 水泳時やプールサイドで休憩等する際は、他の利用者との距離（できるだけ 2m 以上）

を確保すること 

□ タオルやゴーグル等の共用はしないこと 

□ 更衣室は一度に入る人数を制限し、密集を避けること 

□ 利用中に大きな声で会話、応援等をしないこと 

□ 三密（密閉、密集、密接）を避けること 

□ 水分補給以外の飲食はしないこと 

□ 感染防止のために施設管理者が決めたその他の措置について従うこと 

 

裏面につづく 

団体用 



 

□ 代表者の方は別紙「施設利用者名簿」に当日利用者全員の連絡先等を記入し１か月間保

管してください（提出不要ですが、感染発生の場合は保健所等へ提出をお願いすること

があります） 

□ 利用者全員について、神奈川県が実施する LINEコロナお知らせシステムに登録し、施

設入口にあるQRコードを読み取るようにご協力をお願いします 

□ イベントの主催者は、イベント毎に神奈川県が実施する LINEコロナお知らせシステム

に登録し、参加者に対してイベントのQRコードを読み取るように呼びかけること 



1 

 

 

 

二宮町図書館再開後の新型コロナウイルス感染症拡大予防対策について 

 

 本文書は、「二宮町新型コロナウイルス感染症対策公共施設利用ガイドライン」

等に定められた対策の他、特に二宮町図書館の段階的な再開にあたって行う事

項などを整理したものです。 

 

１ 来館前の利用者への周知事項等 

 ・発熱がある場合をはじめ、少しでも体調に異変を感じたときは、無理をせず

に体調が回復するまで来館は控えていただきます。 

 ・過去２週間以内に感染が引き続き拡大している国、地域への訪問歴がある方、 

感染もしくはその疑いのある方が身近にいる方は、当面の間、来館を控えて 

いただきます。 

・館内清掃や消毒作業のため、当面の間、開館時間は午前９時 30 分から午後

５時 00 分とします。 

 ・開館直後や閉館直前など混雑が予想される時間帯をお知らせし、なるべく避

けて来館いただくよう、ホームページ等を利用して促します。 

 ・マスクの着用での来館を促します。お持ちでない方には、ハンカチで口を覆

うなど、周囲の方への配慮をお願いします。 

 ・館内で感染発生が確認された場合は、保健所等公的機関に利用者情報などを 

提供する場合があります。 

 

２ 来館時の注意事項 

 ・来館前や帰宅後の手洗いや手指消毒を呼びかけます。 

 ・滞在時間は 30 分程度を目安とし、30 分ごとにチャイムを放送します。 

 ・当面の間、学習コーナー、ＡＶブース、図書館２階トイレは使用禁止としま

す。利用できる座席等も必要最低限の数とします。 

 ・他の来館者の方と適度な距離を確保するよう促します。 

 ・集団になることや、近距離での会話は避けていただきます。 

 ・県の「ＬＩＮＥコロナお知らせシステム」の活用を促します。 

 ・換気のため館内の窓は常時開放し、扇風機による送風等を行います。空調に

よる温度管理が難しくなることを周知します。 

 ・入館後、万一、体調不良など不測の事態が起きた場合は、速やかに係員にお

申し出いただくよう周知します。 

 

  

資料 No.3 
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３ 施設管理者が実施する事項 

 ・来館回数を減らせるよう、視聴覚資料の貸出期間を２週間に延長します。 

 ・飛沫感染防止のため、カウンターにビニールシートを設置し、職員はマスク 

を着用します。また、館内各所に手指消毒用アルコール等を設置します。 

 ・開館時間中も適時、消毒作業等を行います。 

・カードやレシートをお渡しする際は、コイントレイ等を使用します。 

 ・適切な距離を確保できるよう、カウンター前や書架付近に表示を行います。 

 ・一度貸出した資料は、返却後３日間館内で保管した後に利用に供します。 

 ・おはなし会等のイベントは密集状態が避けられないため、当面の間は中止 

（延期）します。 

 ・ホームページや館内掲示で、これらの取り組みをお知らせします。 

 

４ その他 

 ・この内容は、今後の状況に応じて適宜見直しを行います。 

 

 

令和２年６月 作成 



資料 No.４ 

GIGA スクールについて 

 

１． ６月補正の内容について 

〇校内ネットワーク整備業務委託 

 町立小中学校全校の wifi 環境の整備（各校の普通教室、特別教室へのアク

セ 

スポイントやスイッチ、LAN配線、充電保管庫の設置等）をする。 

 

   〇タブレット端末のリース調達 

    約 1,570台の端末（wifiモデル）をリース調達する。 

 

２． スケジュール（予定）について 

8月 業者選定（校内ネットワーク、タブレット端末ともに） 

9月 契約事務、各校ネットワーク整備着工 

10月  

11月  

12月  

R3年 1月 タブレット端末キッティング 

2月  

3月 運用開始 

   ※スケジュールは予定であり、前後する可能性があります。 

 

３． その他 

   〇タブレット端末の導入先が決まった後、各校に対して導入業者による導入研 

修を実施する予定。また、ICT支援員による研修・支援も随時、実施してい 

くことで一人一台端末の運用開始に備える。 

 

〇今後、タブレット端末で利用するソフトウェアについては、学校の意見も集 

 約しながら、Webベースのものを中心に導入・検討を進めていく。 

 


